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Ⅰ 基準の性格 

１ 基準の制定 
 ● 介護予防・日常生活支援総合事業における第１号事業の人員、設備、運営に関する基準については

介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36 号）第 140 条の 63 の６において市町村が定めるとさ

れています。横須賀市では平成 28年１月から第１号事業における介護予防訪問介護相当サービス及

び介護予防通所介護相当サービスを開始するにあたり、次のとおり基準を定めています。 
 
【介護予防・日常生活支援総合事業における第１号事業に関する基準】 
○ 横須賀市介護予防・日常生活支援総合事業の人員等に関する基準 
（以下「基準」という。） 

 
（参考）厚生労働大臣が定める基準等 

○ 介護保険法施行規則第 140 条の 63の６第 1号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和６年厚生

労働省告示第 84 号） 

〇 介護保険法施行規則第 140 条の 63の６第 1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について 

〇 介護保険法施行規則第 140 条の 63の２第１項第 1号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３

年厚生労働省告示第 72号） 

〇 介護保険法施行規則第 140条の 63の２第１項第 1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に

伴う実施上の留意事項について 
 
基準の掲載場所 

○ 横須賀市ホームページ（https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/index.html） 
  → 健康・福祉・教育→ 年金・保険 → 高齢者福祉・介護保険 → 介護予防・日常生活支援総合事業

→ 事業者へのお知らせ → 要綱・基準・通知（指定申請・届出関係） 
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Ⅱ サービスの提供の方法について 

 
（１）単位についての考え方 
 考え方は「通所介護」と同様となります。 

 
（２） 第１号通所事業と指定通所介護又は指定地域密着型通所介護との一体的運営等について 

〈基準第 42 条第１項、第 44第５項〉 
指定通所介護事業又は指定地域密着型通所介護と第１号通所事業（介護予防訪問介護相当サービスに

限る、以下同じ）を同じ事業所で一体的に運営している場合については、第１号通所事業の基準を満たし

ていれば、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の基準を満たしていることとみなされます。 

職員の人員配置については、第１号通所事業と通所介護又は地域密着型通所介護を合わせた利用者数

に応じて必要な員数が配置されていれば差し支えありません。 

設備・備品は共有することができます。食堂及び機能訓練室（利用者数×３㎡以上）の面積要件につい

ては、第１号通所事業と通所介護又は地域密着型通所介護を合わせた利用者数に応じて必要な面積が確

保されていれば差し支えありません。 

 

【注意】 
なお、居宅サービスと第１号事業を同一の拠点において運営されている場合であっても、完全に

体制を分離して行われており一体的に運営されているとは評価されない場合にあっては、人員につ

いても設備、備品についてもそれぞれが独立して基準を満たす必要があります。 
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Ⅲ 人員基準及び設備基準について 

（１）管理者 〈基準第 43 条〉 
（２）生活相談員 〈基準第 42 条〉 

（３）看護職員・介護職員 〈基準第 42 条〉 

（４）機能訓練指導員 〈基準第 42 条〉 

（５）設備及び備品 〈基準第 44条〉 
考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

Ⅳ 運営基準について 

１ サービス開始の前に 

 

（１）内容及び手続の説明及び同意  

（２）提供拒否の禁止 

（３）サービス提供困難時の対応 

（４）受給資格等の確認 

（５）要支援認定等の申請に係る援助 

 考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

２ サービス開始に当たって 

 

（６）心身の状況等の把握 

 考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

（７）地域包括支援センター等との連携  

 サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。また、サービスの提供の終了に当たっては、

利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に

対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

なりません。 

 

（８）介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供 

 地域包括支援センター等が介護予防サービス計画を作成している場合には当該計画に沿った介護予防

通所介護相当サービスを提供しなければなりません。 
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【ポイント】 

介護予防サービス・支援計画に基づかない介護予防通所介護相当サービスについては、原則として第

１号事業支給費を算定することができません。 

 

（９）介護予防サービス・支援計画書等の変更の援助 

 利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、地域包括支援センター等への連絡等

を行わなければなりません。 

 

（６）～（９）の【ポイント】 

（６）～（９）までは、他のサービス事業者、特に介護支援専門員との密接な連携が必要となります。 

○ サービス担当者介護の出席 

  介護予防サービス・支援計画を変更する場合等に、介護支援専門員は第１号通所事業者等の居宅サ

ービス事業者等を集めてサービス担当者会議を開催することになっています。第１号通所事業者は

利用者を取り巻くチームケアの一員としてこの会議に出席しなくてはなりません。 

  サービス担当者会議では、第１号通所事業者は、アセスメントやモニタリングに基づいた情報提供

を行うとともに、介護予防サービス・支援計画原案について専門的立場から提言し、他事業所との情

報交換を図ってください。 

 

３ サービス提供時 

 
（10）サービスの提供の記録  

（11）利用料等の受領 〈基準第 45 条〉 

 考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

４ サービス提供における注意点 

 

（12）介護予防通所介護相当サービスの基本取扱方針 〈基準第 55条〉 

・ サービスを提供するに当たって、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わ

なければなりません。 

・ 自らその提供する介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科

医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければなりません。 

・ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改

善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の

改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければなり

ません。 

・ 指定第１号通所事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用できるような方法によるサービス

の提供に努めなければなりません。 
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・ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ること

その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければな

りません。 

 

（13）介護予防通所介護相当サービスの具体的取扱方針 〈基準第 56 条〉 

① 主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利

用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものと

されています。 

② 管理者は、①に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当

サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を

記載した介護予防通所介護計画を作成するものとされています。 

③ 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に

沿って作成しなければなりません。 

④ 管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対

して説明し、利用者の同意を得なければなりません。 

⑤ 管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付し

なければなりません。 

⑥ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日

常生活を営むのに必要な支援を行うものとされています。 

⑦ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとされています。 

⑧ 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとされています。 

⑨ 管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも１月に１回は、

当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、

当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告す

るとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少な

くとも１回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うものとされていま

す。 

⑩ 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・

支援計画を作成した地域包括支援センター等に報告しなければなりません。 

⑪ 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うものと

されています。 

⑫ ①～⑩の規定は、⑪に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用します。 

⑬ 介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはなりません。 

⑭ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記載しなければなりません。 
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（14）介護予防通所介護相当サービスの提供にあたっての留意点 〈基準第 57条〉 

・ 介護予防の効果を高めるため、指定第１号通所事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防におけ

るアセスメントにおいて把握された課題、介護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係

る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めなめればなりません。 

・ 指定第 1 号通所事業者は、運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを

提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なサービスを提供

してください。 

・ 指定第 1 号通所事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配

慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、安全管理体制等

の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮してください。 

 

（15）利用者に関する市町村への通知 〈基準第 54 条（第 22 条準用）〉 

（16）緊急時等の対応 〈基準第 54 条（第 23 条準用）〉 

（17）屋外でのサービス提供について 

（18）医行為について 

 考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

５ 事業運営 

 

（19）管理者の責務 〈基準第 54条（第 24条準用）〉 

（20）運営規程 〈基準第 46条〉 

（21）勤務体制の確保等 〈基準第 47条〉 

（22）定員の遵守 〈基準第 48 条〉 

（23）非常災害対策 〈基準第 49条〉 

（24）業務継続計画の策定等 〈基準第 54条（第 27条の２準用）〉 

（25）衛生管理等 〈基準第 51 条〉 

（26）掲示 〈基準第 54条（第 29条準用）〉 

（27）秘密保持等 〈基準第 54 条（第 30 条準用）〉 

（28）広告 〈基準第 54条（第 31条準用）〉 

 考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

（29）地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止 〈基準第 54 条（第 32条準用）〉 

 地域包括支援センター等による第１号通所事業者等の紹介が公正中立に行われるよう、地域包括支援

センター等又はその従業者に対し、要支援者等被保険者に対して当該事業所を紹介することの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与することは禁じられています。 
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（30）苦情処理 〈基準第 54条（第 33条準用）〉 

（31）事故発生時の対応 〈基準第 52条〉 

（32）虐待の防止 〈基準第 54 条（第 35 条の２準用）〉 

（33）地域との連携等 〈基準第 52 条の２〉 

（34）会計の区分 〈基準第 54 条（第 36 条準用）〉 

（35）記録の整備 〈基準第 53 条〉 

（36）電磁的記録等 〈基準第 60条〉 

考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

（38）共生型介護予防通所介護相当サービスの基準 〈基準第 58 条の２〉 
  障害福祉サービス事業者である指定生活介護事業者、指定自立訓練（機能訓練及び生活訓練）事業

者、指定児童発達支援事業者及び指定放課後等デイサービス事業者が、共生型介護予防通所介護相当

サービスを実施するために、満たすべき事業は次のとおりです。 

 ・ 利用者数を指定生活介護事業所等、指定通所介護若しくは指定地域密着型通所介護及び介護予防

通所介護相当サービスの利用者の合計数とした場合において、従業員数が、指定生活介護支援事業

所等として必要とされる数以上であること。 

 ・ 適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係機関から必要な技術的支援を

受けていること。 

 ・ 共生型通所介護を提供する通所介護事業者若しくは共生型地域密着型通所介護を提供する地域密

着型通所介護事業者としての指定を受けていること。 
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Ⅴ 第１号事業支給費請求上の注意点について 

 

（１）１回あたりの回数制 

介護予防訪問介護相当サービスについては、通所介護と異なり、所要時間に応じた評価ではなく、１回

あたりの回数制です。 

 

【区分と単位数】 

区分 対象 単位 

週に１回程度 事業対象者・要支援１ 436 単位/回  

月５回以上の場合 1,798 単位/月 

週に１回程度 

（入浴支援）※１ 

476 単位/回 

月５回以上の場合 1,998 単位/月 

週に２回程度 事業対象者・要支援２ 447 単位/回  

月９回以上の場合 3,621 単位/月 

週に２回程度 

（入浴支援）※１ 

487 単位/回 

月９回以上の場合 3,981 単位/月 

※１ 令和８年７月より算定可能 

 

○ 区分（１週間のサービス利用回数）の設定 

あらかじめ適切なアセスメントにより作成された介護予防サービス計画をもとに、サービス担当者

会議等によって得られた専門的見地から勘案して、標準的に想定される１週間あたりのサービス提供

頻度に基づき、各区分を位置付けてください。 

利用者の状態により、当初の区分において想定していたサービス提供頻度に変動があったとしても、

原則月途中での区分の変更は必要ありません。翌月以降、利用者の状態に応じた介護予防サービス計画

の変更が必要であるかを検討してください。 

（例１）要支援１の利用者に、週１回のサービス提供を予定していたが、状態の悪化に伴い１カ月８回

サービスを提供した。 

→「週１回程度」の利用者として、１，７９８単位（５回以上のため） 

（例２）要支援２の利用者に、週２回のサービス提供を予定していたが、状態の改善に伴い１カ月４回

サービスを提供した。 

→「週２回程度」の利用者として、４４７単位×４回 

 

○ 入浴支援の区分について（令和８年７月より算定可能） 

  入浴支援の区分を算定する対象者（入浴支援が必要な人）の要件は以下のとおりです。要件を満たす

対象者に入浴介助を提供する場合、入浴支援の区分を算定できます。要件を満たさない対象者について

は入浴介助を提供していたとしても入浴支援の区分は算定できません。 
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 【対象者の要件】 

 以下のいずれかの要件を満たすこと 

 １．直近の介護認定結果において、認定調査票の項目「洗身」が「一部介助」、「全介助」又は「行って

いない」となっている利用者 

 ２．直近の介護認定結果において、認定調査票の項目「片足での立位保持」が「何か支えがあればでき

る」又は「できない」となっている利用者 

３．上記１．２．の要件は満たさないがケアマネジメントにおいて入浴支援が特に必要と認められる利

用者 

 

 ※ 利用者が要件を満たすかどうかは、担当のプラン作成者に確認してください。 

 

【入浴支援の区分に関するＱ＆Ａ】 

Ｑ： 入浴支援を評価する区分を算定できる事業所はどこか。 

Ａ： 対象者が要件を満たしていれば、入浴支援を実施している介護予防通所介護相当サービス提供

事業所全てが算定可能となります。算定のために事業所が新たに指定や届出を出す必要はありま

せん。 

 

Ｑ： 介護予防通所介護相当サービス提供事業所がしなくてはいけないことは何か。 

Ａ： 既存の利用者については、新たな算定区分を開始する前月末までに料金の変更について説明し

同意を得る必要があります。個別計画の変更は必要ありません。 

 

Ｑ： 地域包括支援センターや居宅介護支援事業所がしなくてはいけないことは何か。 

Ａ： 最新の認定調査結果を確認し、介護予防通所介護相当サービス提供事業所から利用者が対象に

なるかの問い合わせへの対応をお願いします。既存の算定区分で入浴支援を受けている人が特に

状態に変化なく新たに入浴支援を評価する区分を算定するにあたり、サービス担当者会議を開催

したり介護予防サービス・支援計画書を変更したりする必要はありません。ただし、どのような理

由で入浴支援を評価する区分の対象になったのか介護予防支援経過記録に記録してください。 

 

Ｑ： ケママネジメントにおいて特に必要と認められる人とはどのような人か。 

Ａ： 個別的かつ特別な理由によりデイサービスでの入浴支援が必要は人を想定しています。例とし

ては、独居だが認知症の症状により自発的に入浴しようとしない人、要件には該当しそうだが、主

治医がいないなどの理由で事業対象者になっている人、自宅の風呂が故障して直せない人などが

あげられます。 

 

Ｑ： 月の途中から入浴支援を評価する区分に変更することは可能か。 

Ａ： 月の間は既存の区分か入浴支援を評価する区分かのどちらかだけが算定できます。そのため、月

途中での区分の変更はできません。 
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Ｑ： 入浴支援を評価する区分に該当しない人の入浴はどう支援するのか。 

Ａ： 介護予防訪問リハ、理学療法士等による介護予防訪問看護、訪問型短期集中予防サービスなどの

利用により自立した入浴ができるような支援の検討をお願いします。 

 

 

○ １回あたりのサービス提供時間（所要時間） 

地域包括支援センター等が利用者の心身の状況、その置かれている環境、希望等を勘案して行う介護

予防ケアマネジメントを踏まえ、事業者と利用者の契約により、介護予防サービス計画において設定さ

れた目標の達成状況に応じて必要な程度の時間を設定して、指定事業者が作成する介護予防計画に位

置付けてください。 

 

○ 報酬の算定 

区分は当初の計画時に設定した区分を用い、利用回数はサービス提供実績に基づいて算定します。上

限に至った場合は、１月あたりの包括単位により算定します。 

（例１）週に１回程度の利用者に対し、１ケ月に４回サービスを提供した。 

→４３６単位×４回 

（例２）週に１回程度の利用者に対し、１ケ月に５回サービスを提供した。 

→１，７９８単位 

（例３）週に２回程度の利用者に対し、１ケ月に９回の提供を予定していたが、利用者が体調を崩し４

回のサービス提供となった。 

→４４７単位×４回 

 

【日割り計算について】 

（１）サービス提供回数による算定 

月の途中で上記の事業開始や区分変更などの事由が生じたとしても、１回あたり単位を使用する

場合は、日割り計算にはなりません。 

  【例】事業開始により、８月２日に契約を締結し、週１回程度の利用者に、通所型サービスを４

回（８月 10 日、17日、24 日、31 日）提供した場合 

      週１回程度１回あたり単位の 436 単位を使用 

        436 単位×４回＝１，７４４単位 

 

 

（２）日割りによる算定 

月の途中で上記の事業開始や区分変更などの事由が生じ、ひと月のサービス提供回数が一定の回

数を超え、月あたりの包括単位の対象となる場合には、日割り計算になります。 

  【例】事業開始により、８月２日に契約を締結し、週１回程度の利用者に、通所型サービスを５

回（８月３日、10日、17日、24 日、31日）提供した場合 

      週１回程度の月の包括単位に該当。日割りの単位である 59単位を使用 
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        59 単位×30日＝１，７７０単位 

 

＜日割りの対象となる場合の事由と起算日＞ 

・ 日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応

じた日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算

定対象日数を乗じて単位数を算定する。 

※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間 

            月の途中に修了した場合は、月初から起算日までの期間 

 

対象サービス 月途中の事由 起算日※ 

第１号事業 

・介護予防訪問介

護相当サービス 

・介護予防通所介

護相当サービス 

開

始 

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 

変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・利用者との契約開始 契約日 

・介護予防訪問（通所）介護相当サービスの契約

解除 

契約解除日の翌日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防

認知症対応型共同生活介護の退去 

退去日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除 契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所者生活介護又は介護予防短期

入所療養介護の退所 

退所日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更 

（65歳になって被保険者資格を取得した場合） 

 

 

 

 

 

資格取得日 

終

了 

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 

変更日 

・区分変更（事業対象者→要介護） 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

契約日 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 
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・事業所指定効力停止の開始 

・利用者との契約解除 契約解除日 

・介護予防訪問（通所）介護相当サービスの契約

開始 

サービス提供日の前

日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防

認知症対応型共同生活介護の入居 

入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登

録開始 

サービス提供日（通

い、訪問又は宿泊）の

前日 

・介護予防短期入所者生活介護又は介護予防短期

入所療養介護の入所 

入所日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

※終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 

 

○ 他市の事業所と被保険者の利用について 

  サービス利用者の保険者ごとに総合事業のルールが異なります。 

 市内の被保険者 市外の被保険者 

市内の事業所 横須賀市のルール（1回あたりの回数制） 他市のルール（自治体ごとに異なる） 

市外の事業所 横須賀市のルール（1回あたりの回数制） 他市のルール（自治体ごとに異なる） 

 ※近隣市では逗子市と葉山町が 1回あたりの回数制を導入しています。 

 ※住所地特例者は保険者ではなく施設所在地のルールが適用されますのでご注意ください。 

 

○ キャンセル料について 

キャンセル料の内容を重要事項説明書（又は契約書）に定め、利用者又はその家族に説明し、利用者

の同意（署名又は記名・押印）を得ることで、キャンセル料を徴収することも可能です。ただし、キャ

ンセルした回数を差し引いてもなお月の上限額（月額包括報酬）に至るときには、キャンセル料を徴収

することはできませんのでご注意ください。 

 

【ポイント】 

・ 月額包括報酬（定額制）とサービスの基本取扱方針に変更はありません。サービス提供は、利用

者の介護予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行われなければなりません。また、利用

者ができる限り要支援状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援すること

を常に意識してサービス提供するよう努めてください。 

・ サービス提供票について、包括単位による請求の予定がキャンセル等で提供回数が減り、回数制

による請求となった場合、その都度サービス提供票を包括支援センター等に差し替えてもらう必要

はありません。 

 

○ 加算・減算の扱い 
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加算・減算ごとに算定単位が「１回につき」なのか、「１月につき」なのかは異なります。 

高齢者虐待防止未実施減算  

（１）月額請求の場合（週 1回程度利用の事業対象者・要支援１）－18単位 
１月につき 

（２）月額請求の場合（週２回程度利用の事業対象者・要支援２）－36単位 

（３）回数あたりの請求の場合                －４単位 １回につき 

（４）日割りでの請求の場合                 －１単位 １日につき 

業務継続計画未策定減算  

（１）月額請求の場合（週 1回程度利用の事業対象者・要支援１）－18単位 
１月につき 

（２）月額請求の場合（週２回程度利用の事業対象者・要支援２）－36単位 

（３）回数あたりの請求の場合                －４単位 １回につき 

（４）日割りでの請求の場合                 －１単位 １日につき 

定員超過による減算      所定単位数×70／100 
１回につき 

職員人員欠如による減算    所定単位数×70／100 

同一建物に居住する者又は同一建物から通所する利用者に係る減算                 

1 月につき 

（１）月額請求又は日割りでの請求の場合 

（週 1回程度利用の事業対象者・要支援１）        －376 単位 

（２）月額請求又は日割りでの請求の場合 

（週２回程度利用の事業対象者・要支援２）        －752 単位 

（３）回数あたりの請求の場合                －94 単位 １回につき 

送迎減算                          －47 単位 片道につき 

若年性認知症利用者受入加算             240 単位 

１月につき 

生活機能向上グループ活動加算            100 単位 

栄養アセスメント加算                 50 単位 

栄養改善加算                    200 単位 

口腔機能向上加算（Ⅰ）               150 単位 

口腔機能向上加算（Ⅱ）               160 単位 

一体的サービス提供加算               480 単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

 ①事業対象者・要支援Ⅰ               88 単位 

 ②事業対象者・要支援Ⅱ              176 単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 ①事業対象者・要支援Ⅰ               72 単位 

 ②事業対象者・要支援Ⅱ               144 単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

１月につき  ①事業対象者・要支援Ⅰ               24 単位 

 ②事業対象者・要支援Ⅱ               48 単位 
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生活機能向上連携加算（Ⅰ）               100 単位 

生活機能向上連携加算（Ⅱ）              200 単位 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）           20 単位 
1 回につき 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）          ５単位 

科学的介護推進体制加算                40 単位 

１月につき 

介護職員処遇改善加算 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）イ   

    利用定員が 19名以上の場合  ＋所定単位×111／1000 

    利用定員が 19名未満の場合  ＋所定単位×117／1000 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅰ）ロ  

    利用定員が 19名以上の場合  ＋所定単位×120／1000 

    利用定員が 19名未満の場合  ＋所定単位×127／1000 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）イ   

    利用定員が 19名以上の場合  ＋所定単位×109／1000 

    利用定員が 19名未満の場合  ＋所定単位×115／1000 

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅱ）ロ  

    利用定員が 19名以上の場合  ＋所定単位×118／1000 

    利用定員が 19名未満の場合  ＋所定単位×125／1000 

（５）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）   

    利用定員が 19名以上の場合  ＋所定単位×99／1000 

    利用定員が 19名未満の場合  ＋所定単位×105／1000 

（６）介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 

    利用定員が 19名以上の場合  ＋所定単位×83／1000 

    利用定員が 19名未満の場合  ＋所定単位×89／1000 

 

【１回あたりの回数制に関するＱ＆Ａ】 

Ｑ： 回数制の導入により、利用者の希望だけで利用回数を決めてよいのか。 

Ａ： 利用者の心身の状況やその置かれている環境、希望等を勘案し、自立のための最適なプランを

ケアプラン作成者が立てて回数を設定することになりますので、定額制採用時と同様、利用者の

希望のみで回数を決めることにはなりません。 

 

Ｑ： 同一のサービスを２カ所以上の事業所で提供することは可能か。 

Ａ： 定額制採用時と同様２カ所以上の事業所でサービス提供することはできません（訪問型サービ

ス及び通所型サービスをそれぞれ１カ所ずつ利用することは可能です）。介護予防通所介護相当

サービスは、自立に向けた介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標達成を図る観点

から、一つの事業所において、１月を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状

態や希望に応じたサービスを提供することを想定しているためです。 
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Ｑ： 受け入れ人数の制限をするのは可能か。 

Ａ： 正当な事由なく、要支援者・事業対象者であるということをもって受け入れを拒否することは

認められていません。 

 

Ｑ： 所在地が市外の事業所でも、横須賀市の被保険者（住所地特例者を除く）が利用した場合は、

１回あたりの料金になるのか。 

Ａ： １回あたりの料金になります。 

 

Ｑ： 住所地特例者（横須賀市の被保険者で、市外の対象施設に入所）の算定方法は。 

Ａ： 住所地特例者の場合、所在地のルールにより算定されることになるので、横須賀市の算定方法

の影響は受けません。 

 

Ｑ： 要支援１の利用者が週２回の利用を希望した際は、週２回利用できるのか。 

Ａ： 通所型相当サービスは、要支援１の利用者は週１回程度の区分ですが、希望のみならず利用者

の状況等を踏まえた適切なアセスメントを行ったうえで、一時的に利用者の自立支援のために必

要なサービス利用回数とケアプランに位置付けられるのであれば、利用も可能です。その際は、

月５回以上の場合となるため、1,672 単位／月の請求となります。ただし、長期間、要支援１の

利用者が週２回程度のサービス利用回数となるときは、ケアプランを再度見直し、区分変更申請

を含めた総合的な検討をしてください。 

 

Ｑ： 通所型相当サービスのサービス提供時間に下限はないのか。 

Ａ： 心身機能改善への効果や通所介護等の制度との整合性などから、原則として３時間未満のサー

ビス提供は想定していません。ただし、個別に、利用者の心身の状況や置かれている環境等を勘

案して利用者にとって適切なサービス提供時間としてケアプラン及び計画に位置付けられる例

外的な場合であれば、３時間未満の計画を妨げるものではありません。 

 

Ｑ： 通所型相当サービスでは、送迎は基本単位に包括されているが、提供しなくてもよいのか。 

Ａ： 送迎は基本単位に包括されていることから、送迎を実施することが基本となります。ただ、利

用者の希望により送迎を実施しないことも可能です。その場合はサービス担当者会議等により、

地域包括支援センター等と情報を共有した上で、介護予防通所介護計画に送迎がない旨を明記し

てください。 

  

 

 

（２）高齢者虐待防止未実施減算 

（３）業務継続計画未策定減算 

（４）定員超過利用による減算 
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（５）職員の人員基準欠如による減算 
 考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

（６）同一建物に居住する又は同一建物から通所する利用者に係る減算 

指定第１号通所事業所と同一建物に居住する者又は指定第１号通所事業所と同一建物から当該指定第

１号通所事業所に通う者に対し、介護予防通所介護相当サービスを提供した場合は、次の単位が所定単

位数から減算されます。 

【月額包括請求又は日割りでの請求の場合】 

要支援１・事業対象者（週１回程度利用） → １月につき 376 単位 

要支援２・事業対象者（週２回程度利用） → １月につき 752 単位 

 

【回数あたりの請求の場合】 

 要支援１・要支援２・事業対象者（週の利用回数問わず） → １回につき 94 単位 

 

○ 同一建物の定義 

事業所と構造上又は外形上、一体的な建物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に第

１号通所事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当します。同一敷地内に

ある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。 

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該第１号通所事業所（開設

法人）の事業所と異なる場合であっても該当します。 

 

○ 例外的に減算対象とならない場合 

  傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必

要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象となりません。具体的には、傷

病等により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力で

の通所が困難である者に対し、２人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定第 1 号通

所事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られます。 

  ただし、この場合、２人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間

について、地域包括支援センター職員等とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果に

ついて介護予防通所介護計画に記載し、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録し

なければなりません。 

  

 

 

 

（７）送迎減算                  

考え方は「通所介護」と同様となります。 
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（８）若年性認知症利用者受入加算                  

考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

（９）生活機能向上グループ活動加算                100 単位／月 

利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実

施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。）を行っ

た場合に加算します。 

 

＜算定基準＞ 

 ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定第１号通所事業所の従業者が共同し

て、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護予防通所介護計画を作成していること。 

 イ 介護予防通所介護計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類

の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活

意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サ

ービスが適切に提供されていること。 

 ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行っていること。 

 

＜プロセス＞ 

  生活機能向上グループ活動加算は、自立した日常生活を営むための共通の課題を有する利用者に対

し、グループで生活機能の向上を目的とした活動を行った場合に算定できる。また、集団的に行われる

レクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場合には算定できない。なお、当該加算を算定す

る場合は、次の①から③までを満たすことが必要である。 

 

 ① 生活機能向上グループ活動の準備 

  ア 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できるよう、次に掲げる活動項目を参考に、

日常生活に直結した活動項目を複数準備し、時間割を組むこと。 

 （活動項目の例） 

   家事関連活動 

    衣：洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、衣服の手入れ（ボタンつけ等）等 

    食：献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキングヒーター、電気ポット等）・調理

器具（包丁、キッチン鋏、皮むき器等）の操作、調理（炊飯、総菜、行事食等）、パン作り

等 

    住：日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、ガーデニング等 

   通信・記録関連活動 

    機器操作（携帯電話操作、パソコン操作等）、記録作成（家計簿、日記、健康ノート等） 

   

イ 一つのグループの人数は６人以下とすること。（個別対応不可） 
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 ② 利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定 

   介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員その他の職種の者（以下「介護職員等」という。）

が生活機能向上グループ活動サービスを行うに当たっては、次のアからエまでに掲げる手順により

行うものとする。なお、アからエまでの手順により得られた結果は、介護予防通所介護計画に記録す

ること。 

  ア 当該利用者が、（一）要支援状態に至った理由と経緯、（二）要支援状態となる直前の日常生活の

自立の程度と家庭内での役割の内容、（三）要支援状態となった後に自立してできなくなったこと

若しくは支障を感じるようになったこと、（四）現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での

役割の内容、（五）近隣との交流の状況等について把握すること。 

  イ アについて把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び到達目標を当該利用者と共に設定す

ること。到達目標は、おおむね３月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標を達成するた

めにおおむね１月程度で達成可能な目標（以下「短期目標」という。）を設定すること。到達目標

及び短期目標については、当該利用者の介護予防サービス・支援計画と整合性のとれた内容とする

こと。 

  ウ 介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達成するために適切な活動項目を選定

すること。当該利用者の活動項目の選定に当たっては、生活意欲を引き出すなど、当該利用者が主

体的に参加できるよう支援すること。 

  エ 生活機能向上グループ活動の（一）実施時間は、利用者の状態や活動の内容を踏まえた適切な時

間とし、（二）実施頻度は１週につき１回以上行うこととし、（三）実施期間はおおむね３月以内と

する。介護職員等は、（一）から（三）までについて、当該利用者に説明し、同意を得ること。 

 

 ③ 生活機能向上グループ活動の実施方法 

  ア 介護職員等は、あらかじめ生活機能向上グループ活動に係る計画を作成し、当該活動項目の具

体的な内容、進め方及び実施上の留意点等を明らかにしておくこと。 

  イ 生活機能向上グループ活動は、グループごとに、当該生活機能向上グループ活動の実施時間を

通じて一人以上の介護職員等を配置することとし、同じグループに属する利用者が相互に協力し

ながら、それぞれが有する能力を発揮できるよう適切な支援を行うこと。 

  ウ 介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時間、実施内容、参加した利用者の人数

及び氏名等を記録すること。 

  エ 利用者の短期目標に応じて、おおむね一月毎に、利用者の当該短期目標の達成度と生活機能向

上グループ活動における当該利用者の客観的な状況についてモニタリングを行うとともに、必要

に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の修正を行うこと。 

  オ 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び②のア（三）から（五）で把握した、要支援状態とな

った後に自立してできなくなったこと若しくは支障を感じるようになったという状況、現在の居

宅における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容、近隣との交流の状況等にいて確認すること。

その結果、当該到達目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該生活機能向上グループ

活動を終了し、当該利用者を担当する介護予防支援事業者に報告すること。また、当該到達目標を

達成していない場合には、達成できなかった理由を明らかにするとともに、当該サービスの継続の
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必要性について当該利用者及び介護予防支援事業者と検討すること。その上で、当該サービスを継

続する場合は、適切に実施方法及び実施内容等を見直すこと。 

 

【ポイント】 

・ 同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれ

かを算定している場合は、算定できません。 

・ 栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算の届出を行っている事業所であっ

ても、生活機能向上グループ活動加算の届出を行うことは可能です（同一利用者に対して同一月に

生活機能向上グループ活動加算と栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算を

同時に算定することはできませんが、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加

算を算定していない利用者に対して生活機能向上グループ活動加算を算定することは可能である

ため）。 

 

（10）栄養アセスメント加算                     

（11）栄養改善加算                      

（12）口腔機能向上加算                   

考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

（13）一体的サービス提供加算                    480 単位／月 

 利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に算定できます。 

 

＜留意点＞ 

 ア 同月中に利用者に対し、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定している場合には算定できま

せん。 

 イ 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを一体的に実施するに当たって、各選択的サービス

を担当する専門の職種が相互に連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討する

必要があります。 

 ウ （10）及び(11)に掲げる各選択的サービスの取り扱いに従い適切に実施していること。 

 

 

 

 

 

（14）サービス提供体制強化加算                        

（15）生活機能向上連携加算 

（16）口腔・栄養スクリーニング加算 

（17）科学的介護推進体制加算 

（18）介護職員等処遇改善加算 
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  考え方は「通所介護」と同様となります。 

 

（19）他のサービスとの関係 

利用者が次のサービスを受けている間は第１号事業支給費を算定できません。 

 ○ 介護予防特定施設入居者生活介護 

 ○ 介護予防小規模多機能居宅介護 

 ○ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

 ○ 介護予防短期入所生活介護 

 ○ 介護予防短期入所療養介護 
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【アセスメント・介護予防通所介護計画の作成・モニタリング】 

 

 

 【ポイント】 

 ① 介護予防通所介護計画にサービス提供期間を設定する。 

 ② 指定第 1 号通所事業者が介護予防支援事業者にサービス提供状況等を月に１度報告しなくてはな

らない。 

 ③ 提供期間内に少なくとも１回モニタリングを行わなくてはならない。 

   その結果を介護予防支援事業者に報告しなくてはならない。 

利用者状況の把握

課題（ニーズ）の
特定

介護予防通所介護
計画の作成

利用者への介護予
防通所介護計画原
案の説明、同意

介護予防通所介護
計画の交付

介護予防通所介護
計画の評価・見直

し

利用者の心身の状況、日常生活全般の状況等の把握（ア

セスメント）を行う 
＜利用者の希望の把握、利用者の可能性の発見、隠れたニ

ーズの把握＞ 

アセスメントに基づき、課題を特定する 
＜利用者の希望と課題（ニーズ）を区分する＞ 

利用者の希望が介護予防通所介護相当サービスですべ

て対応できるとは限りません。また、利用者の希望が自立

支援にならない場合もあります。 

＜盛り込むべき事項＞ 
① 計画書の作成者氏名、作成年月日、② 利用者名、要

介護度、③ 担当する訪問介護員等の名前、④ 解決すべ

き課題、⑤ 援助目標（具体的に記載）、⑥ サービスの区

分、内容（具体的に！）、日程等、所要時間、⑦ 留意事項、 
⑧ 利用者家族への説明者名、説明・同意・交付日、同意

者名、同意に関する署名欄 
 
計画を作成・変更する場合、原案を利用者又は家族に説明

し、文書により利用者の同意を得る。 

サービス提供時の利用者の状況など、モニタリング、介

護職員からの報告に基づき介護予防通所介護計画の内容

を評価し必要に応じ見直しを図ります。 


